
【渚滑川】避難情報、警報等をわかりやすく、適切なタイミングで確実に伝達するための取組（紋別市）

渚滑川減災対策協議会において策定した減災に関する取組方針の「概ね５年で実施する取組」に基づき、
避難情報、警報等をわかりやすく、適切なタイミングで確実に伝達するため、水害時に水防法第２０条
第１項に基づく危険信号を吹鳴する。※Ｈ２９年３月中に整備

渚滑地区渚滑地区

上渚滑地区上渚滑地区

元紋別地区元紋別地区沼の上地区沼の上地区 小向地区小向地区

消防本部消防本部

消防サイレンを活用した、
避難勧告等サイレンの吹鳴

◆渚滑川では関係機関が連携し、大規模な氾濫の発生に備え減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計
画的に推進する「水防災意識社会」の再構築に取り組んでいます。

（参考）網走開建HP：http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v6dkjr00000000cf.html


